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目標１　　　　改　　　　革　
スリムで筋肉質な自治体運営を通じた

強固な財政基盤の確立

目標２　　　　創　　　　造　
強固な財政基盤による

３つのレベルアップ施策の展開

取り組み　

○（健全化）実質収支の黒字を堅持
○ （弾力化）弾力性のある財政構造の確立（経常収支比率
の改善）

○（平準化）安定的で持続可能な財政運営（基金の確保）

○市税など収入の確保
○使用料・手数料の見直し
○未利用地などの売払い促進

○ 市役所窓口、放課後児童クラブ（入会分）運営
などさらなる民間委託化を推進

○団体への補助金の総点検   など

○ 交通の利便性の向上
　 子育て世帯や高齢者の方などが出かけやすい環境づくり
の１つとして、公共施設間などをつなぐコミュニティバ
ス「（仮称）もりぐち愛のみのり号」の運行

○都市魅力の向上と情報発信
　 守口市に住むこと自体を「ブランド」として価値化できる
ように、市内外に向けての本市の魅力や取り組みの情報
発信の強化　など

○子育て支援の充実
　・幼児教育・保育の無償化
　・ 放課後児童クラブ（入会分）の民営化とそれによる充実
　・赤ちゃんの駅の増設
　・病児保育の実施と病後児保育の充実
　・ 子育て世代包括支援センターの設置の検討（子育てワ
ンストップ窓口）

　・児童センターのさらなる機能拡充　など

○市民の声を聞く場
　 本市における政策を検討するための一助として、市民の
生の声を直接聞くために、さまざまな活動の場へ直接お
伺いし、意見交換をするための「車座会議」の積極的な開
催　など

○ 生涯学習情報センターの市立図書館としての
位置づけや活用方策などあり方を検討

○ 保育所を待機児童解消のための再編整備し、
建て替えによる集約化と民間移管を推進   など

○給与制度の見直し
○人事制度の見直し
○次期定員適正化計画の策定

取り組み　

　財政運営の方針

歳入確保の基本方針

都市環境のレベルアップ

教育・子育て・福祉のレベルアップ

市民協働のレベルアップ

事務事業の見直し方針

公共施設の見直し方針

人事・給与制度の見直し方針

基本理念　改革により、新しい時代に夢を、新しい世代に希望を託せるまちへの政策創造を

さらなる行財政改革と政策創造を推進します広報もりぐちプチリニューアル

幼児教育・保育の無償化の制度概要
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nstagramはじめたよ

市の組織が変わります
　市では、４月から密集市街地や空家等への対策強化の
ため、「建築課」を「住宅まちづくり課」へ改変します。
　住宅まちづくり課では、市の住宅政策の企画や調整を
行い、これまで建築課で行っていた市営住宅の管理運営
に加え、他の部署で行っていた密集市街地整備や助成に
関する手続き、民間木造住宅の耐震化や空家等対策の推
進に関する業務などを行います。
　また、クリーンセンター総務課をクリーンセンター業
務課へ統合します。
問企画課   ℡06-6992-1404

「子育てにやさしいまち守口」を目指します。
対象年齢　０歳から５歳児（未就学児）
所得制限　なし
実施方法　
①特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用
者負担額を無償
　０歳から５歳児の認定こども園・保育所・幼稚園・小規
模保育事業所などの利用者負担額を無償（０円）にします。
②就園奨励費補助の拡充
　子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚
園については、就園奨励費補助を拡充して「30万８千円」
を上限に、支払った保育料・入園料に対して補助を行い
ます（満３歳児以上が対象）。
実費負担　
　各園などで定める給食費、預かり保育、延長保育、教
材費、通園バス代などの保護者の実費負担は残ります。
注市民が他市の施設を利用する場合も対象
注市内外を問わず認可外施設については、対象外
　 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問こども政策課   ℡06-6992-1665

より読みやすさを追求!!
もりインフォメーション（mori information）　
市の重要案件となる記事を、守口市のインフォメーショ
ンとして新たに掲載
もりトピ　
段数や文字、色使いを変更
健康、子育てイベント　
単独ページとして掲載
もりアイ　
写真で見せる広報誌を意識し、分かりやすく整理
新コーナ　
頭脳体操を廃止し、新たに子どもたちの写真を紹介

　今後も広報もりぐちが市民の皆さんに親しみをもって
もらえるような広報誌を目指し、引き続き見直しを行い
ます。
　広報誌について、皆さんの貴重なご意見ご感想をお待
ちしています。
問広報広聴課
℡06-6992-1353
Mori_kouhou@city-moriguchi-osaka.jp

　市では、３月１日から守口市の街並みや自然、歴史、
文化などをInstagramで投稿し、市の魅力を市内外に発
信しています。
　守口市にあるさまざまなスマイル・スタイルを皆さん
も一緒に発信しませんか。
　＃もりスマイルを付けて投稿してください。

守口市公式アカウント　
moriguchi_smile
検索してフォローしてね。
　詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

Instagramとは　
　iPhoneまたはAndroid、タブレット端末で写真を簡
単にシェア（共有）する無料のスマートフォンアプリで
す。主に写真に特化したSNS（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）で、Facebookに連動させ写真を投稿す
ることができます。
問広報広聴課
℡06-6992-1353

住宅まちづくり課の主な受付業務
（℡ 06-6992-1708）

これまでの
窓口

市営住宅の管理運営 建築課

▽民間木造住宅の耐震化に関する補助金申請
▽租税特別措置法に規定する優良住宅の認定
▽ 空家等対策の推進に関する特別措置法に規
定する空家等対策に関すること

建築
指導課

密集住宅市街地整備に関すること
・主要生活道路、ポケットパークの整備
・ 老朽木造賃貸住宅の除却・建て替え助成

都市
計画課

ビジョンの基本的考え方

▷開かれた市政運営の推進
▷ 市民サービスの水準は維持す
る

▷徹底的にムダをなくす
▷「官」から「民」へのシフト
▷ 施設中心の行政サービスから
の脱却

▷ 人事・給与制度の公開と抜本
改革

▷改革による政策創造

　市では、平成23年12月に策定した「もりぐち改革ビジョン」（案）の計画期間の
後期計画として、「改革に終わりなし」という強い信念のもと、平成28年度を初年
度とする５カ年の「（改訂版）もりぐち改革ビジョン」（案）を平成29年２月に策定
しました。それぞれの取り組みなどの詳細は、市ホームページをご覧ください。
また、市役所２階情報コーナー、地区コミュニティセンターなどの施設でもご覧
いただけます。
　なお、平成29年２月２日まで実施したパブリックコメントでは、854件の貴
重なご意見をいただき、ありがとうございました。意見の集約結果と、意見に対
する市の考え方についても、市役所２階の情報コーナーで閲覧できます。また、
市ホームページにも掲載しています。
問企画課
℡06-6992-1407

ビジョンの概要
目的　行財政改革を加速化させ、守口市のレベルアップによって、「歓

かんきょう

響都
と し

市もりぐち」を実現する。
計画期間　平成28年度から平成32年度まで（「もりぐち改革ビジョン」（案）の後期計画）

mori informationもり インフォメーション


